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１ はじめに 

 新・さっぽろ子ども未来プランは、札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利

条例に基づく「子どもの権利に関する推進計画」及び子ども・子育て支援法に基づく「市

町村子ども・子育て支援事業計画」を包含した計画として、平成 27 年（2015 年）３月に

策定しました。 

 同プランでは、第６章「計画の推進体制」において、本計画の実施状況について、毎

年、公募による市民や有識者などからなる市の附属機関の「札幌市子ども・子育て会議」

及び「札幌市子どもの権利委員会」に報告し、点検・評価を受け、次年度以降の施策の改

善につなげるとともに、計画の点検・評価や見直し状況を公表しています。 

２ 新・さっぽろ子ども未来プランの概要 

 (1) 計画期間 

   平成 27 年度（2015 年度）～令和元年度（2019 年度） 

 (2) 施策体系 

※子どもの権利に関する推進計画 

（第 2 次計画）に該当 
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３ 点検・評価の方法 

 (1) 自己評価の実施 

  ・プランに掲載する基本施策を実施する札幌市各部において、令和元年度の取組状況

及び数値目標の達成状況等を点検します。なお、数値目標は、施策体系に応じた計

画全体の２つの数値目標と、基本目標ごとに設定した数値目標の達成状況を併せて

掲載しています。 

  ・庁内の会議体である「札幌市子どもの権利総合推進本部」に実施状況を報告し、点

検・評価を行います。（令和２年（2020 年）８月 26 日～９月３日に実施。） 

 (2) 市の附属機関による点検・評価の実施 

  ・プランの第４章「基本目標１：子どもの権利を大切にする環境の充実」部分は、「子

どもの権利に関する推進計画」と位置付けられており、別途報告資料を作成の上、

「札幌市子どもの権利委員会」に報告し、点検・評価を受けます。（令和２年（2020

年）５月 19 日に開催。※新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面会議にて開催） 

  ・プラン全体の進行管理については、「札幌市子ども・子育て会議」に報告し、点検・

評価を受けます。（令和２年（2020 年）９月 18 日開催。） 

４ 今後の施策展開について 

  新・さっぽろ子ども未来プランは、令和元年度で計画期間を終了しているため、自己

評価や附属機関による点検・評価の内容について、後継計画となる「第４次さっぽろ子

ども未来プラン」（計画期間：令和２年度（2020 年度）～同６年度（2024 年度））の施

策の実施に反映していきます。 

５ 参考（数値目標における統計調査の概要） 

統計調査名称 概要 

札幌市指標達成度調査 

【札幌市総務局実施】 

・札幌市各事業に対する市民意識を採取し、当該事業の効果及び成果を

効率的に把握し、市民に分かりやすい評価の資料とするもの。平成 23

年度から毎年１回実施。 

・住民基本台帳から札幌市に住む満 18 歳以上の男女個人 4,000 人を無

作為抽出し、郵送方式で調査。 

・令和元年度調査の回収率は 1,409 件（35.2％）。 

子どもに関する実態・

意識調査 

【札幌市子ども未来局

実施】 

・子どもに関する大人の意識や子どもの状況を把握し、計画の検証や施

策検討の基礎調査とするために実施するもの。これまでに３度（平成

21 年度、同 25年度、同 30 年度）実施。 

・住民基本台帳から札幌市に住む 19 歳以上の大人 5,000 人、10～18 歳

の子ども 5,000 人を無作為抽出し、郵送方式で調査。 

・平成 30 年度調査の回収率は、大人 1,589 件（31.8％）、子ども 1,662

件（33.2％）。 

※数値目標によっては、指標達成度調査と子どもに関する実態・意識調

査の両方の調査を実施している項目があるが、本資料では、特に記載

がない限り、子どもに関する実態・意識調査の結果を採用している。
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６ 計画全体の数値目標の達成状況 

  札幌市の子どもや子育て家庭を取り巻く現状を表す指標として、２つの数値目標を設

定しています。 

【全体の成果指標の達成状況】 

指標 
当初値 
（H25） 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 
対前年
増減 

目標値 
（Ｒ１） 

自分のことが好きだと思
う子どもの割合（※１） 

65.4% 63.1% 63.1% 64.6% 67.6% 67.4% －% - 75.0% 

子どもを生み育てやすい
環境だと思う人の割合
（※２） 

60.7% 59.8% 55.9% 56.1% 54.4% 50.9% 46.6% -4.3 75.0% 

※１ H25,H30は札幌市子どもに関する実態意識調査（H30：N=1,662）、それ以外は子ども未来局が実施し

た事業参加者等へのアンケート調査結果に基づく。なお、R1は新型コロナウイルス感染症の影響で十

分な回答数を得ることができなかったため数値結果として用いない。

※２ 札幌市指標達成度調査（R1：N=1,409）

・「自分のことが好きだと思う子どもの割合（自己肯定感）」は、この５年間で当初値に比べ２ポ

イント上昇という結果になった。自己肯定感には、子ども自身の様々な意欲や達成経験、周囲

への信頼感も関連すると考えられ、子どもの権利に関する普及・啓発のほか、子どもの主体的

な学びや参加、相談支援など様々な子ども・子育て関連施策の効果と考えることもできるが、

引き続き子どもの権利理念を踏まえた各種施策を着実に推進する必要がある。

・「子どもを生み育てやすい環境だと思う人の割合」は、この５年間で当初値から減少傾向にあ

り、当初値に比べ約 14ポイント低下し、目標値を大幅に下回る結果となった。

・この間、全国的に子育てへの関心が高まったことや、就労する女性が大幅に増加したことに伴

い、仕事との両立に不安を抱える保護者が増えていることが想定されるなど、様々な要因が複

雑に関連しているものと考えられる。

・また、令和元年度については、指標の調査期間中に、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う

北海道の「緊急事態宣言」が出され、外出自粛や一斉臨時休校となったことも影響しているも

のと考えられる。

・上記数値目標については、令和２年３月に策定した第４次さっぽろ子ども未来プランでも引き

続き計画全体の成果指標として設定しているため、数値目標の達成状況を受け止め、今後、第

４次さっぽろ子ども未来プランに基づき、各種施策・事業に取り組んでいく。
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７ 基本目標ごとの実施状況の評価 

（1）基本施策の構成とプランの掲載内容 

基本施策 施策の主な内容 

基本施策１ 

子どもの権利を大切に

する意識の向上 

・子どもの権利に関する理解の促進 

・市民参加による広報・普及活動の充実 

・子どもの権利に関する学びの支援 

・子どもの権利を生かした学校教育の推進 

基本施策２ 

子どもの意見表明・参

加の促進 

・子どもの意見表明に関する広報・啓発 

・市政における子どもの参加の推進 

・施設の運営や学校の教育活動への子どもの参加の促進 

・地域における子どもの参加の支援 

・札幌の課題や特色を踏まえた学びの支援 

・体験活動に対する支援 

基本施策３ 

子どもを受け止め、育

む環境づくり 

・保護者への啓発や相談・支援体制の充実 

・いじめ、不登校、施設に関する取組 

・子どもが安全に安心して過ごすための地域づくり 

基本施策４ 

子どもの権利侵害から

の救済 

・子どもの権利の侵害に関する相談及び救済 

・児童虐待への対応 

・権利侵害等に対する意識の啓発 

・深刻な育児不安を抱える保護者への支援 

（2）計画期間（特に令和元年度）の主な取組状況 

項目 事業の内容 
子どもの権利推進事

業 

【子ども未来局子ど

も育成部】 

・権利条例施行 10 周年の節目として、10 周年記念イベントを開催。子

ども未来委員が企画・運営し、子どもたちによる活動発表を行ったほ

か、権利普及のため募集した「子どもの権利ポスター」の入選者の表

彰式も実施した。また、「子どもの権利ポスター展」を開催し、優秀作

品を掲載した啓発用カレンダーを作成・配布するなど、広く市民への

啓発活動を行った。 

３まち子ども交流事

業 

【子ども未来局子ど

も育成部】 

・「子どもの権利条例」を制定している、奈井江町、北広島市、札幌市（子

ども未来委員）の子どもたちによる「３まち子ども交流事業」を実施。

それぞれのまちの活動紹介や、まちづくりについて意見交換を行い、

交流を図った。 

子ども議会の実施【子

ども未来局子ども育

成部】 

・市内の小学４年生から中学３年生の子ども議員 19 人（小学生 13 人、

中学生 6 人）が参加し、高校生ら９人がサポーターとして参加した。

19 名の子ども議員は２つの委員会に分かれて、9 月から 11 月までの

期間で計５回、市政に関するテーマについて検討した。検討した内容

については、10 周年記念イベントで発表し、札幌市長や札幌市民に提

案や意見の表明を行った。 

LINE による相談の試

行実施 

【子ども未来局子ど

もの権利救済事務局】

・権利の侵害を受けた子どもの救済機関である「子どもアシストセンタ

ー」において、平成 30年度に引き続き、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」

による相談を、夏期（７月 22 日～８月 30 日）と冬期（12 月 10 日～

１月 24 日）の２回、市内の中高生に周知の上、試行実施した。 

子どもの権利を大切にする環境の充実 基本目標１ 
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（3）基本目標ごとの成果指標の達成状況 

指標 
結果概要 

当初値 
（Ｈ25） 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 
対前年
増減 

目標値 
（R1） 

①子どもが、自
然、社会、文化
などの体験をし
やすい環境だと
思 う 人 の割合
（※） 

大人 
子ども 

54.9% 
59.3% 

60.8% 
72.1% 

61.1% 
77.0% 

56.9% 
80.3% 

56.8% 
80.2% 

72.6% 
70.8% 

60.1% 
 －% 

-12.5 65.0% 
65.0% 

達成状況 
大人：令和元年度は目標値を下回っているものの、当初値に比べて上昇。 
子ども：目標値を上回ることができた。 

要因分析 
・子どもの参加・体験機会の促進やスポーツ・文化事業等の推進に対し

て一定の評価がされたものと受け止めている。 

②子どもの権利
が守られている
と思う人の割合
（※） 

当初値 
（Ｈ25） 

H26 H27 H28 H29 H30 
R1 
（※） 

対前年
増減 

目標値 
（R1） 

大人 
子ども 

49.1% 
57.0% 

50.1% 
63.6% 

55.1% 
67.1% 

52.8% 
73.7% 

51.5% 
68.2% 

49.2% 
63.8% 

51.9% 
 －% 

＋2.7 
－ 

65.0% 
65.0% 

達成状況 
大人：当初値と同水準で推移しており、目標値を下回った。 
子ども：当初値に比べて上昇し、目標値に近づくことができた。 

要因分析 
・いじめや児童虐待等、全国各地の報道等により市民の関心が高い分
野である。特に大人の割合が低く、いじめ・虐待等の権利侵害への懸
念が引き続き大きいことがうかがえる。

③いじめなどの
不安や悩みを身
近な人などに相
談する子どもの
割合 

当初値 
（H24） 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 
対前年
増減 

目標値 
（H30） 

小学生 
中学生 
高校生 

92.1% 
82.2% 
80.7% 

92.0% 
82.2% 
83.0% 

92.5% 
82.9% 
83.1% 

93.8% 
84.6% 
87.7% 

93.9% 
86.5% 
88.8% 

93.5% 
88.1% 
87.9% 

93.9% 
88.9% 
90.2% 

＋0.4 
＋0.8 
＋2.3 

95.0% 
88.0% 
86.0% 

達成状況 中高生は目標値を上回り、小学生も目標値に近づくことができた。 

要因分析 
・子どもが教員やスクールカウンセラーなどの身近な大人に相談しや
すい環境づくりを進め、学校における教育相談体制を一層充実した
ことで、いずれの校種においても数値が改善傾向にある。

※ H25,H30 は札幌市子どもに関する実態意識調査、それ以外は、大人は札幌市指標達成度調査、子どもは
子ども未来局が実施した事業参加者等へのアンケート調査結果に基づく。なお、子どもの R1 は新型コ
ロナウイルス感染症の影響で十分な回答数を得ることができなかったため数値結果として用いない。 

（4）取組状況の自己評価及び今後の方向性 

・権利条例施行 10周年の記念イベントを開催し、子どもたちの活動発表や子どもアシストセン

ターの紹介を通して、広く子どもの権利の大切さを考える機会としたほか、今後５年間の取組

をまとめた第３次札幌市子どもの権利に関する推進計画（※）を策定した。

・また、学校・教育委員会と連携した子どもへの広報・啓発活動や、他自治体との「３まちこど

も交流事業」の実施、子どもの参加事例の発信などにより、子どもの参加や理解促進の取組を

進めた。

・基本目標１の成果指標に関して、平成 30年度「子どもに関する実態・意識調査」結果では全

般的に上昇傾向にあるものの、「子どもの権利が守られていると思う人の割合」が特に大人で

低いほか、令和元年６月の２歳女児の死亡事案等を受け、児童虐待防止に係る対策本部を立ち

上げて全庁組織横断的に取り組んでいるが、児童虐待など子どもの権利侵害への対応は喫緊の

課題となっている。

・今後、第３次札幌市子どもの権利に関する推進計画（※）に基づき、乳幼児の保護者を始めと

する普及・啓発や子どもの参加の取組を進めるとともに、いじめ・虐待など権利侵害からの救

済活動の充実を図りながら、より一層の子どもの権利保障の推進に取り組んでいく。
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（参考）第４次さっぽろ子ども未来プランにおける主な新規・レベルアップ事業（令和２年度） 

項目 事業の内容 

子どもの権利推進 ・新たに保護者になる方々を始めとして、妊娠期から乳幼児期の健診や子

育てサロンなど様々な機会を捉えた働きかけを行う。 

子どものくらし支

援コーディネート

事業    

・子どもコーディネーター５名体制を継続し、令和２年４月から、巡回対象

地区を 10区 61地区に拡大して事業を実施。 

子どもアシストセ

ンター「ＬＩＮＥ」

相談事業  

・権利の侵害を受けた子どもの救済機関である「子どもアシストセンター」

において、平成 30 年度から試行実施していた無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」

による相談を通年実施する。 

（5）附属機関からの意見（子どもの権利委員会、子ども・子育て会議） 

（子どもの権利委員会）

・子どもの権利を実現するには大人の意識が重要であり、大人への啓発活動や意識付けも避けて

通れない問題である。

・子どもの権利が守られていると思う大人の割合が低い。子どもと違い、大人は権利を学ぶ機会

が少なく、自分から情報を取り入れなければ知ることができないため、まだ名前や内容を知ら

ない人も多いのではないか。

・（子どもの参加・意見表明の促進について）多くの取組による子どもたちの素晴らしい意見に

期待する一方、こうした場に出てこられない子どもの意見を幅広く聴取する方法を引き続き課

題としたい。

・児童虐待について、取扱件数、通告件数が増加傾向にあることが懸念される。休校などで子ど

もも保護者のストレスが増していくと思われるので、今後も対応を強化してほしい。

・新型コロナウイルス流行で、様々な行事が中止となり、子どもたちも我慢を強いられている

中、ＬＩＮＥで悩み相談を受けるなど、今できることを行うことが重要だと思う。

（子ども・子育て会議）

※9/18（金）に開催する子ども・子育て会議での意見・評価を記載。
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（1）基本施策の構成とプランの掲載内容 

基本施策 施策の主な内容 

基本施策１ 

働きながら子育てしやす
い環境の充実 

・保育施設等の整備による保育定員の増 

・延長保育、病後児デイサービスなど多様な保育サービスの提供 

・児童クラブ等における留守家庭への支援 

・ワーク・ライフ・バランスの推進 

基本施策２ 

親子の健康を支える相
談・支援の充実 

・妊婦支援相談など安心して妊娠・出産できる環境の整備 

・母子保健訪問指導事業など親子の健康を支える環境の整備 

・思春期の心と体の健康づくりの支援 

基本施策３ 

子育て家庭に対する相
談・支援の充実 

・地域における子育て支援 

・経済的な支援 

基本施策４ 

子どもと子育て家庭が暮
らしやすい環境の充実 

・子どもの安全・安心を確保する地域づくり 

・子育てに適した生活空間の整備 

（2）計画期間（特に令和元年度）の主な取組状況 

項目 事業の内容 

待機児童解消に

向けた認可保育

所等の整備 

【子ども未来局

子育て支援部】 

・令和元年度における施設整備等により、保育所等の定員を 1,300 人以上拡

大するとともに、幼稚園の一時預かりの事業実施園を 11 園増加させるな

ど、保育の受け皿の拡大に取り組んだ結果、国定義の待機児童（４月時点）

は、平成 30 年から３連続でゼロとなった。 

区保育・子育て支

援センター（ちあ

ふる）整備事業 

【子ども未来局

子育て支援部】 

・（仮称）中央区保育・子育て支援センターの令和５年度開設に向けて、基本・

実施設計を行った。西区保育・子育て支援センターについて、建物の老朽

化が進んでおり、現地建替するため、令和３年度の供用開始に向けて、工

事を行った。 

子育てママ再就

職支援事業 

【経済観光局雇

用推進部】 

・就労と保育の相談を一体的に行うことができる、「女性の多様な働き方支援

窓口（愛称：ここシェルジュ SAPPORO）」にて、子育てと仕事の両立に不安

を感じて就職活動を始めることができずにいる女性や、出産後も働き続け

たいと希望する女性に対し、キャリアカウンセラーによる支援を実施。ま

た、令和元年度より、出張相談の開催場所をこれまでの２区から全区に拡

大し、より積極的に潜在的求職者の動機付けを行った。 

子ども一時預か

りサービスの事

前利用登録一元

化 

【子ども未来局

子育て支援部】 

・「こそだてインフォメーション」において、別々の場所で会員登録手続きが

必要であった、以下の３つの子ども一時預かりサービス事業の事前登録受

付窓口を 10 区に拡充した。（平成 30 年 10 月から北区、東区、白石区で先

行実施） 

・上記実施の効果として、ファミサポ・緊サポ事業の依頼会員数は約 2,700

人増加した。（平成 30 年度 10,756 人⇒令和元年度 13,486 人） 

●さっぽろ子育てサポートセンター事業（略称：子サポ。子育ての支援を受けたい人（依

頼会員）と援助したい人（提供会員）が会員組織をつくり、地域で子育て家庭を支援す

る仕組み。保育園の送迎など日常的な子どもの預かり対応する。） 

 ●こども緊急サポートネットワーク事業（略称：緊サポ。子育ての支援を受けたい人（依

頼会員）と援助したい人（提供会員）が会員組織をつくり、子どもの急な病気や保護者

の残業などに、病気や緊急時の預かりを行うもの。） 

 ●病後児デイサービス事業（病気回復期にある子どもを市内の医療機関に敷設された施

設で預かる事業。６か所で実施。） 

安心して子どもを生み育てられる環境の充実 基本目標２ 



8 

子ども医療費助

成制度の拡充 

【保健福祉局保

険医療部】 

・「入院」に係る医療費は小・中学生において自己負担分を助成しているが、

「通院」に係る医療費について、小学校１年生まで助成していたものを、

令和元年度より小学校１年生から小学校２年生までに助成対象を拡大し

た。 

（3）基本目標ごとの成果指標の達成状況  

指標 
結果概要 

当初値 
（H25） 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 
対前年
増減 

目標値 
（R1） 

①仕事と生活の
調和がとれてい
ると思う人の割
合 

48.6% 47.3% 43.1% 50.5% 49.8% 47.1% 39.2% -7.9 65.0% 

達成状況 当初値よりも減少傾向にあり、目標値を下回った。 

要因分析 
・就労する女性の増加に伴い、子育てと仕事の両立に悩みを抱える方
が増加するなどニーズがさらに多様化しており、数値が伸び悩んで
いると考えられる。

②希望に応じた
保育サービスを
利用することが
できた人の割合 

当初値 
（H25） 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 
対前年
増減 

目標値 
（R1） 

63.9% 65.6% 62.5% 58.3% 60.7% 67.3% 77.9% ＋10.6 80.0% 

達成状況 当初値に比べて上昇し、目標値に近づくことができた。 

要因分析 
・保育の受け皿確保のための施設整備促進と、保育ニーズに対する積
極的なマッチングにより数値が改善しているものと考えられる。 

③妊娠・出産や
子育ての悩みに
ついて相談相手
や情報手段があ
り、相談等により
不安や負担が軽
減されている人
の割合 

 当初値 H26 H27 H28 H29 H30 R1 
対前年
増減 

目標値 
（R1） 

－% －% 60.2% 57.3% 83.3% 81.6% 86.7% ＋5.1 60.0% 

達成状況 目標値を上回ることができた。 

要因分析 

・平成 29年４月に子育て家庭が必要な情報を入手し、自分に合ったサ
ービスを利用できるよう、子育て情報に特化したホームページの開
設やアプリケーションの開発、平成 30年４月に各区の「子育て情報
室」を「こそだてインフォメーション」として機能強化、リニューア
ルしたことで、より情報を入手しやすい環境が整ったことが増加要
因のひとつと考えられる。
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（4）取組状況の自己評価及び今後の方向性 

17,950 
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定員数 待機児童数

・「働きながら子育てしやすい環境の充実」については、計画期間において、就労する女性の増

加に伴う、保育ニーズの増加に対応するため、子ども・子育て支援事業計画を改定し、認可保

育所等の整備や幼稚園の認定こども園化などによる保育定員の拡大に努めてきた結果、令和２

年４月時点の国定義での待機児童数は平成 30年度から３年連続で０人となっている。また、

成果指標である「希望に応じた保育サービスを利用することができた人の割合」が、当初値

63.9％（Ｈ25）から 77.9％（Ｒ1）と 14ポイント増加しており、目標値である 80％に近づく

ことができた。保育ニーズは今後も増加することが想定されるため、引き続き保育定員の拡大

を進めていく一方、保育を担う人材の確保等の取組を進めるほか、保育の質を担保し、安心し

て子どもを預けられる環境を整えていく。

・一方、「仕事と生活の調和が取れている人の割合」は、当初値から減少しており、就労する女

性の増加に伴い、子育てと仕事の両立に悩みを抱える方が増加するなどニーズが多様化してい

ることが影響しているものと考えられる。今後も育児しやすい職場環境の整備に向けた会社へ

の働きかけや、子育ての担い手である父親の育児への意識をより高める取組など進めていく必

要がある。

・「子育て家庭に対する相談・支援の充実」では、子育て情報に特化したホームページの開設や

子育てアプリの開発、平成 30年に各区に「こそだてインフォメーション」を開設し、乳幼児

健診等の機会に気軽に立ち寄れるようにするなど窓口体制の充実を図り、より子育て情報を入

手しやすい環境の整備を図った。また、「こそだてインフォメーション」に、一時預かりサー

ビス３事業の事前登録受付窓口を設置し、利便性を高めた。

・市民ニーズが高い「経済的支援」面では、令和元年度から、国による幼児教育・保育の無償化

制度が始まったほか、子ども医療費助成制度の拡充を図っている。

・上記のとおり、各種子育て支援施策を実施しているが、全体指標である「子どもを生み育てや

すいと思う人の割合」は減少傾向にあるため、子育て世帯が抱える負担や不安を受け止め、軽

減していくための取組を第４次さっぽろ子ども未来プランの計画期間を通して実施していく必

要がある。

※1 27 年以降の定員数は、認可保育所のほか認定こども園、地域型保育事業を含む。 

※２ 求職活動をしている世帯に関する取扱いについては、厚生労働省通知に基づき、保護者が主に自宅で

求職活動をしている場合、25 年から待機児童に計上していなかったが、27 年から求職活動を休止している場

合以外は全て待機児童に計上している。 

（単位：人）

図１ 「認可保育所等の定員数と待機児童数」（各年４月） 

（資料：札幌市子育て支援部） 
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（参考）第４次さっぽろ子ども未来プランにおける主な新規・レベルアップ事業（令和２年度） 

項目 事業の内容 

育児休業等取得助

成事業 

・企業に対する育児休業等の助成事業として、新たに男性の育児休業取得

や、有給の子の看護休暇の取得への助成を行う制度を新設。 

第２子保育料無償

化拡大 

・上の子の年齢や施設の利用の有無にかかわらず世帯の２人目以降の保育

料を無償化とする対象範囲を年収約 360 万円から年収約 640 万円未満の

世帯まで拡大する。 

子ども医療費助成 ・令和２年度より、「通院」に係る医療費について、小学校２年生から３年

生までに助成対象を拡大する。 

赤ちゃんのみみの

きこえ支援事業 

・出産医療機関における新生児聴覚検査の一部公費負担を導入することに

より、先天性難聴の早期発見を図る。 

（5）附属機関からの意見（子ども・子育て会議） 

（子ども・子育て会議） 

※9/18（金）に開催する子ども・子育て会議での意見・評価を記載。
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（1）基本施策の構成とプランの掲載内容 

基本施策 施策の主な内容 

基本施策１ 

幼児期の学校教育・保育

の質の向上 

・教育・保育の質の向上 

・認可外保育施設立入調査（巡回指導） 

・市立幼稚園研究実践の推進と発信 等 

基本施策２ 

充実した学校教育等の推

進 

・「さっぽろっ子『学ぶ力』の育成プラン」の推進 

・札幌らしい特色ある学校教育の推進 

・進路探究学習の充実 等 

基本施策３ 

子どもの健やかな育ちを

支援する環境の充実 

・放課後の子どもの遊び場・生活の場の提供 

・多様な体験機会の提供 

・子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

基本施策４ 

社会的自立が困難な若者

への支援体制の充実 

・中学校卒業者等進路支援事業 

・困難を有する若者への相談支援及び支援機関ネットワークの充実 

・市立大通高等学校の支援 等 

（2）計画期間（特に令和元年度）の主な取組状況 

項目 事業の内容 

教育・保育の質の

向上に関する事業 

【子ども未来局子

育て支援部】 

・子どもの育ちを支援する者の資質・専門性の一層の向上に向け、「保育セ

ンター」等において、保育所の職員等を対象に各種研修を 50 回開催。

教育委員会と連携し、それぞれが所管する研修会に相互に参加対象と

している。 

保育士等支援事業

（保育人材確保緊

急対策事業） 

【子ども未来局子

育て支援部】 

・保育士の就労継続や潜在保育士復職支援、将来の保育を担う次世代の育

成といった保育人材の確保に向けた下記事業を令和元年度から新たに実

施した。 

①「札幌市保育支援者配置補助事業」：保育士確保及び就労継続支援に向け

て各種補助を行うため、令和元年度から保育の周辺事業を行う保育支援

者の配置費用の一部を補助し、保育士の負担を軽減する。 

②「札幌市保育人材確保に向けた一時金給付事業」：採用から一定期間勤務

を続けた保育士等に一時金（一律 10 万円）を給付する。 

③「潜在保育士短時間就労支援補助」：潜在保育士の掘り起こしに向け、パ

ートタイム保育士などを雇用するための費用を補助する。 

④「札幌市保育人材イメージアップ事業」：中高生やその保護者、関係者を

対象に保育人材のやりがいや魅力をＰＲすることで今後の保育人材確保

の取組につなげていく。 

放課後児童クラブ

の過密化の解消 

【子ども未来局子

ども育成部】 

・ミニ児童会館や新型児童会館（小学校等と併設した児童会館）において、

小学校の余裕教室等の積極的な活用により、放課後児童クラブの過密化

の解消に努めている。令和元年度は、児童会館及びミニ児童会館の専用区

画面積拡大を行い、19か所の過密化解消に繋げた。 

外国語指導助手

（ＡＬＴ）の活用

の推進【教育委員

会学校教育部】 

・外国語教育における児童生徒のコミュニケーション能力の育成と国際理

解教育の一層の充実を図るため、市立小・中・高等学校などに外国語指導

助手（ＡＬＴ）を配置。令和元年度はＡＬＴの人員を６名増員し、120 名

体制とした。 

中学校卒業者等進

路支援事業 

【子ども未来局子

ども育成部】 

・札幌市若者支援総合センターに進路支援員を 1 名配置し、市内の全中学

校へ訪問し事業の周知及び協力依頼を行ったほか、中学校及び高等学校

からの依頼により生徒本人及び保護者からの進路相談に応じ、40 名が就

労・進学等の進路決定に至った。 

子どもと若者の成長と自立を支える環境の充実 基本目標３ 
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（3）基本目標ごとの成果指標の達成状況 

指標 
結果概要 

当初値 
（Ｈ25） 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 
対前年
増減 

目標値 
（R1） 

①子どもが、自
然、社会、文化
などの体験をし
やすい環境だと
思う人の割合 
（再掲）（※） 

大人 
子ども 

54.9% 
59.3% 

60.8% 
72.1% 

61.1% 
77.0% 

56.9% 
80.3% 

56.8% 
80.2% 

72.6% 
70.8% 

60.1% 
 －% 

-12.5 65.0% 
65.0% 

達成状況 
大人：令和元年度は目標値を下回っているものの、当初値に比べて上昇。 
子ども：目標値を上回ることができた。 

要因分析 
・子どもの参加・体験機会の促進やスポーツ・文化事業等の推進に対
して一定の評価がされたものと受け止めている。

②難しいことで
も、失敗を恐れ
ないで挑戦して
いる子どもの割
合 

当初値 
（H25） 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 
対前年
増減 

目標値 
（H30） 

小６ 
中３ 
高２ 

71.2% 
65.7% 
61.0% 

71.4% 
66.4% 
58.8% 

72.3% 
66.7% 
61.4% 

72.5% 
67.4% 
61.2% 

74.2% 
68.8% 
62.9% 

77.3% 
71.4% 
66.2% 

74.9% 
67.6% 
66.3% 

-2.4 
-3.8 
+0.1 

76.0% 
72.0% 
67.0% 

達成状況 目標値を下回っているものの、当初値に比べて上昇。 

要因分析 

・子どもに「学ぶ力」を育成するため、様々な学習活動において、自ら
学ぶ喜びを実感できる取組を推進したことにより、当初値との比較
では全ての校種で数値が改善した。子どもがより主体的に学ぶこと
ができるよう、課題探究的な学習を充実させるなど、授業改善の取組
を一層推進する。

③困難を有する
若者が自立に向
けて支援機関を
利用し、職業訓
練への参加や進
路決定をした割
合 

当初値 
（H25） 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 
対前年
増減 

目標値 
（R1） 

46.5% 44.6% 43.3% 43.9% 46.3% 55.4% 35.3% －20.1 60.0% 

達成状況 
増加傾向にあったものの、最終年度でかなり下降し、目標値に到達できな
かった。 

要因分析 ・雇用情勢の変動による影響を受けているものと考える。

※ H25,H30 は札幌市子どもに関する実態意識調査、それ以外は、大人は札幌市指標達成度調査、子どもは
子ども未来局が実施した事業参加者等へのアンケート調査結果に基づく。なお、子どもの R1 は新型コ
ロナウイルス感染症の影響で十分な回答数を得ることができなかったため数値結果として用いない。 
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（4）取組状況の自己評価及び今後の方向性 

（参考）第４次さっぽろ子ども未来プランにおける主な新規・レベルアップ事業（令和２年度） 

項目 事業の内容 

教育の情報化推進

事業 

・ＧＩＧＡスクール構想に基づき、市内の小・中・特別支援学校に在籍する

全児童生徒１人１台端末環境を実現するため、新たに 121,310 台のタブ

レットＰＣを整備する。 

小中連携・一貫教

育推進事業 

・48 中学校区に令和２年度から２年間、小中一貫した教育コーディネータ

ーを配置する。小中一貫した教育コーディネーターが中心となって、パー

トナー校管理会議や実務担当者会議を実施。令和２年度は、各中学校区の

現状や課題を捉え、今後の計画立案や取組につなげていく。 

児童会館整備 ・新型児童会館の整備を２か所進めるなどして、児童クラブの過密化解消

への対策を図る。 

子どもの居場所づ

くり支援事業 

・食事の提供に加え、学習・交流・遊び体験等、子どもの居場所づくりを行

う子ども食堂等の活動について、運営補助を実施。 

（5）附属機関からの意見（子ども・子育て会議） 

（子ども・子育て会議）

※9/18（金）に開催する子ども・子育て会議での意見・評価を記載。

・「幼児期の学校教育・保育の質の向上」では、資質・専門性のより一層の向上に向け、子ども

未来局が「保育センター」、教育委員会が「幼児教育センター」において、それぞれ連携の

上、各種研修等を実施しているほか、認可外保育施設に対し、立入調査による施設の状況確

認、改善指導等を行った。

・「充実した学校教育等の推進」では、「さっぽろっ子『学び』のススメ」のリーフレットを活用

し、学校と家庭が一体となって子どもの学習習慣づくりを行うとともに、市内各校への外国語

指導助手（ＡＬＴ）の配置拡大や、市立札幌開成中等教育学校における課題探究的な学習モデルに

ついて他の市立学校へ普及・啓発する取組を進めるなど、充実した学校教育の推進に向けた取組を

実施。

・「子どもの健やかな育ちを支援する環境の充実」では、小学校と併設した新型児童会館とミニ

児童会館の整備を進めてきたほか、児童クラブが過密化している場合には、小学校の余裕教室

等の積極的な活用により過密化の解消を図ってきた。

・「社会的自立が困難な若者への支援体制の充実」では、若者支援総合センターに設置する総合

相談窓口において、個別相談や自立支援プログラムを実施してきたことに加え、平成 30年度

から市内４館の若者活動センターでも相談に応じるほか、新たに高校中退者等に対する学習支

援を実施するなど自立支援機能を拡充。また、平成 30年度から、ひきこもり状態にある本人

やその家族が安心して過ごせる居場所づくりとして集団型支援拠点「よりどころ」を開設し、

社会参加に向けた支援を実施。

・上記のとおり、基本目標３では、幼児期から学校教育期、自立が必要な若者支援など、各年齢

段階に応じた取組を進めているが、第４次さっぽろ子ども未来プランにおいても、引き続き各

年齢段階にわたる切れ目のない支援を実施していく必要がある。
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（1）基本施策の構成とプランの掲載内容 

基本施策 施策の主な内容 

基本施策１ 

社会的養護の取組の充

実 

・里親やファミリーホーム拡充等を通した家庭的な養育環境の整備 

・子育て短期支援事業（ショートステイ）の実施 

・施設に入所している子への学習・就労支援 等 

基本施策２ 

障がいのある子ども・

発達が気になる子ども

への支援の充実 

・乳幼児期における早期発見・早期対応 

・サービス提供体制の充実 

・学校教育・保育等における支援体制 

基本施策３

ひとり親家庭への支援

の充実 

・ひとり親家庭等日常生活支援事業 

・ひとり親家庭学習支援ボランティア事業 

・ひとり親家庭就業機会創出事業 等 

（2）計画期間（特に令和元年度）の主な取組状況 

項目 事業の内容 

社会的養護自立支

援事業 

【子ども未来局児

童相談所】 

・里親委託や施設入所等の措置を受けていた 18 歳から 22 歳の方への自立

に向けた継続的な支援の一環として、これまでの支援内容である居住に

係る支援、生活費支援に加え、新たに、支援コーディネーターを配置。対

象者の継続支援計画を策定し、関係機関と連携して個々の状況に応じた

支援を行うほか、対象者の生活相談等を実施した。 

里親制度促進事業 

【子ども未来局児

童相談所】 

・普及啓発事業、委託推進事業に加え、平成 30 年度から、未委託の里親に

子どもを委託された際に直面する様々な事例に対応する里親トレーニン

グ事業を開始。未委託里親向け研修は、23 組の里親が参加し、そのうち

８組の里親へ児童が委託された。 

公立保育所におけ

る医療的ケア児保

育事業 

【子ども未来局子

育て支援部】 

・医療的ケア児の保育体制を整え、保育所での受入体制や関係機関との連

携体制等について検証するため、令和元年度から医療的ケア児保育モデ

ル事業を実施。令和元年度は、公立保育所１施設にて受け入れ態勢を整備

し、公募により１名の受け入れを開始した。 

ひとり親家庭就業

機会創出事業（ひ

とり親家庭スマイ

ル応援事業）【子ど

も未来局子育て支

援部】 

・合同企業説明会、情報提供・相談コーナー、セミナーなどで構成するひと

り親家庭向けイベントである「シングルママ＆パパ スマイル festa」を

実施。説明会に企業 20社が出展し、106人がイベントに参加した。 

配慮を要する子どもと家庭を支える環境の充実 基本目標４ 
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（3）基本目標ごとの成果指標の達成状況 

指標 
結果概要 

当初値 
（H25） 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 
対前年
増減 

目標値 
（R1） 

①市内社会的養
護体制における
「家庭的養育環
境」の割合 

34.8% 40.2% 52.9% 62.5% 65.8% 70.0% 70.7% ＋0.7 45.0% 

達成状況 目標値を上回ることができた。 

要因分析 
・乳児院の小規模化推進、里親委託制度の着実な実施により、平成 27
年度には目標を既に達成（H27:52.9％）、それ以後も整備を続けてい
る。

②障がいのある
子どもにとって地
域でくらしやすい
まちであると思う
保護者の割合 

 当初値 H26 H27 H28 H29 H30 R1 
対前年
増減 

目標値 
（R1） 

－% －% 41.7% 35.3% 33.3% 20.0% 35.4% ＋15.4 60.0% 

達成状況 当初値より下降し、目標値を下回った。 

要因分析 
・年度ごとに差はあるものの目標値を大きく下回っており、複雑・多様

化するニーズに更にきめ細かく対応することが必要。 

③今後の生活
（経済的・子育て
等）に不安のあ
る母子・父子家
庭の割合 

当初値 
（H24） 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 
対前年
増減 

目標値 
（R1） 

母子 
父子 

94.0% 
91.2% 

－% 
－% 

86.7%
80.0% 

80.6% 
72.5% 

91.2% 
82.6% 

80.2%
77.8% 

81.9% 
75.4% 

＋1.7 
－2.4 

80.0% 
80.0% 

達成状況 
母親：目標値に到達することできなかったが、当初値からは改善することが
できた。 
父親：目標値に到達することができた。 

要因分析 ・ひとり親への各種支援事業等の実施による効果はあるものと認識。 

（4）取組状況の自己評価及び今後の方向性 

・「社会的養護の取組の充実」では、児童養護施設の小規模化等を図るとともに、平成 30年度か

ら、里親トレーニング事業を開始するなど里親委託を推進。また、里親委託や施設入所等の措

置を受けていた 18歳から 22歳の方への自立に向けた継続的な支援の一環として、新たに、支

援コーディネーターを配置し、対象者の生活相談等を実施するなど将来の自立に結びつける取

組を実施している。一方、児童虐待の認定件数が増加しており、令和元年６月には２歳女児の

死亡事案も発生している。今後、「令和元年６月死亡事例に係る検証報告書」で提言を受けた

取組を着実に検討・実施していく必要がある。

・「障がいのある子ども・発達が気になる子どもへの支援の充実」では、特別な教育的支援を必

要とする子どもが安心して学校生活を送ることができるよう、介助アシスタントや学びのサポ

ーターの配置を進めてきた。また、医療的ケアを要する子どもへの支援のため、令和元年度か

ら公立保育園において、医療的ケア児保育モデル事業を実施。今後、小・中学校等や児童クラ

ブにおいても、医療的ケア児への支援体制を充実させていく。なお、成果指標である「障がい

のある子どもにとって地域でくらしやすいまちであると思う保護者の割合」は、目標値から大

幅に下回っているため、今後も、乳幼児期から学齢期をとおして、個々のニーズに対応できる

よう、関係機関の連携のもと、支援を進めていく必要がある。

・「ひとり親家庭への支援の充実」では、札幌市ひとり親家庭等自立促進計画に基づき、生活支

援や就業支援に取り組んだ。

・第４次さっぽろ子ども未来プランでは、上記に加え、「子どもの貧困対策の推進」及び、民

族、国籍、多様な性・性別のあり方などへの配慮など「子どもを受け入れる多様性のある社会

の推進」を基本施策として位置付けている。今後も、複雑・多様化する配慮を要する子どもへ

の支援の充実に努めていく必要がある。
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（参考）第４次さっぽろ子ども未来プランにおける主な新規・レベルアップ事業（令和２年度） 

項目 事業の内容 

仮称）第二児童相

談所整備 

・２カ所目の児童相談所の整備に向けた基本計画を策定するほか、仮称）第

二児童相談所整備までの一時保護児童の増加に対応するため、仮設一時

保護所の設置に着手する。

心理職による相談

支援体制の強化 

・保健センターの心理職員の体制を強化し、支援が必要な妊婦及び親子に

対して関係機関との連携を図りながら適切な支援を行う。

 令和元年度：４区２名⇒令和２年度：10区５名 

医療的ケア児等支

援 

・医療的ケアが必要な障がい児への支援体制を整備するため、サポート医

の配置や看護師派遣を実施するとともに、民間施設への受入促進補助や

関係機関を対象とした研修を実施。 

（5）附属機関からの意見（子ども・子育て会議） 

      年度 

相談先 
Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 H29 H30 Ｒ１ 

Ａ 児童相談所 

（うち児童虐待分） 

5,228 

(402) 

5,814 

(1,159) 

(※２) 

6,574 

(1,480) 

（※２)

6,735 

(1,798) 

（※２)

7,011 

(1,913) 

（※２) 

7,477 

（1,885） 

（※２)

8,453 

（2,401） 

（※２） 

Ｂ 区役所 

（家庭児童相談室） 

（うち児童虐待分） 

2,492 

(251) 

2,860 

(232) 

2,786 

（160） 

2,586 

（232） 

2,848 

（179） 

3,284 

（232） 

3,466 

（276） 

Ａ・Ｂの合計 

（うち児童虐待分） 

7,720 

(653) 

8,674 

(1,391) 

9,360 

(1,640) 

9,321 

(2,030) 

9,859 

(2,092） 

10,761 

（2,117） 

11,919 

（2,677） 

（子ども・子育て会議）

※9/18（金）に開催する子ども・子育て会議での意見・評価を記載。

図２ 「児童相談件数の推移」 
（資料：札幌市児童相談所） 

※１ ( )は児童虐待認定件数 

※２ 26 年度から、児童のいる場での夫婦間ＤＶ等の面前ＤＶに伴う心理的虐待についても、法の趣旨に即して認定した。25

年度までは、調査を実施した上で、一過性のものや既に別居・離婚により児童の安全が確保されている場合などは認定し

ていない。なお、面前ＤＶを除いた参考値は 26 年度が 623 件、27 年度が 794 件、28 年度が 982 件、29 年度 980 件、30

年度 982 件、Ｒ１年度 1,173 件。 

（単位：件）
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８ 新・さっぽろ子ども未来プランの総括 

・新・さっぽろ子ども未来プランでは、子どもの権利条例の理念に基づく広報、参加機会の拡

充や、各種子育て支援の取組、ひきこもり支援など若者の自立支援の充実などの取組につい

ては、概ね着実に実施できた。また、子ども・子育て支援新制度の開始という大きな制度変

更があり、需給計画の策定及び改定を経て、保育定員を拡大するなど、待機児童対策を進め

てきた結果、国定義の待機児童数は、平成 30年から３年連続で０人となっている。

・一方、計画全体の成果指標「子どもを生み育てやすい環境だと思う人の割合」は目標値を下

回ったほか、基本目標２の成果指標「仕事と生活の調和が取れていると思う人の割合」も伸

び悩んでいる。

・平成 30年度に実施した「就学前児童のいる世帯を対象としたニーズ調査」では、母親の就労

割合が増加している中、父親の育児に対する意識が高まりつつも、実際には子どもと関わる

時間が母親と比べて極めて少ないといった課題があり、また、子育てで頼れる人がいないと

回答する人が一定程度おり、子育てに対する親自身の悩みが増加しているという結果が出て

いる。

・このため、次期計画の中では、子育てしやすい職場環境の整備のため、父親の育児休業取得

など企業への働きかけを進めるとともに、保護者の保育ニーズへの対応や、子育てに孤立感

を抱えている方や、ストレスを抱えている方への支援など、更なる保育・子育て支援の環境

の充実を進めていく必要がある。

・この計画期間において、子どもの貧困対策計画や、ひとり親家庭等自立促進計画（第４次計

画）を策定し、これらの個別計画に基づき配慮を要する子ども・子育て家庭への各種取組も

進めてきた。一方、基本目標４の成果指標「障がいのある子どもにとって地域でくらしやす

いまちであると思う保護者の割合」は、目標値を大きく下回っているため、今後も個々のニ

ーズに対応できるよう関係機関の連携のもと支援に取り組んでいく。また、令和元年６月に

は２歳女児死亡事案が発生するなど、子どもに対する重大な権利侵害が生じており、検証報

告書で提言を受けた取組を今後着実に検討・実施していく必要がある。

・令和元年度末に発生した新型コロナウイルスの感染拡大は、子どもや子育て家庭、子ども・

子育て家庭を支える方々に長期にわたり様々な影響を与えている。新型コロナウイルスの感

染拡大が及ぼす影響を踏まえながら、令和２年度以降は、第４次さっぽろ子ども未来プラン

で定めた各種施策を着実に進めていく。


